
戸崎 公 園の 管 理に 関 する 年 度協 定 書 （ 案 ）  
 
 上 尾 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と ● ● ● ● ● ●（ 以 下「 乙 」と い う 。）

と は 、令 和 ● 年 ● 月 ● 日 に 、戸 崎 公 園（ 以 下「 本 施 設 」と い う 。）の 管

理 に 関 し て 締 結 し た 戸 崎 公 園 の 管 理 に 関 す る 基 本 協 定 書 （ 以 下 「 基 本

協 定 」と い う 。）第 ５ ３ 条 の 規 定 に 基 づ き 、令 和 ● 年 度 に お け る 協 定（ 以

下 「 年 度 協 定 」 と い う 。） を 締 結 す る 。  
（ 年 度 協 定 の 目 的 ）  

第 １ 条  年 度 協 定 は 、本 施 設 の 管 理 及 び 運 営 に 関 す る 業 務（ 以 下「 管 理

業 務 」と い う 。）の 各 年 度 の 内 容 及 び 管 理 業 務 の 実 施 の 対 価 と し て 支

払 わ れ る 指 定 管 理 料 等 を 定 め る こ と を 目 的 と す る も の で あ る 。  
（ 年 度 協 定 の 期 間 ）  

第 ２ 条  こ の 年 度 協 定 の 期 間 は 、 令 和 ● 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ● 年 ３ 月

３ １ 日 ま で と す る 。  
（ 業 務 の 内 容 ）  

第 ３ 条  甲 及 び 乙 は 、 前 条 の 年 度 協 定 の 期 間 中 の 管 理 業 務 の 内 容 は 、

事 業 計 画 書 に 定 め る と お り で あ る こ と を 確 認 す る 。  
（ 指 定 管 理 料 お よ び 支 払 い 等 に 関 す る 事 項 ）  

第 ４ 条  甲 は 、 基 本 協 定 第 ３ ４ 条 第 １ 項 で 定 め る 上 限 額 の う ち 、    

令 和 ● 年 度 の 指 定 管 理 料 と し て 、 金 ● ● ● ● ● ● 円 （ 取 引 に 係 る 消

費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 を 含 む 。） を 支 払 う も の と す る 。  
２  乙 は 、 前 項 に 定 め る 指 定 管 理 料 に つ い て 、 次 の 表 の と お り 甲 に 対

し 、 請 求 す る も の と す る 。  

期 別  支 払 額  

第 １ 四 半 期  ● 月  
金 ● ● ● ● ● 円  

(消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 を 含 む 。 )  

第 ２ 四 半 期  ● 月  
金 ● ● ● ● ● 円  

(消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 を 含 む 。 )  

第 ３ 四 半 期  ● 月  
金 ● ● ● ● ● 円  

(消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 を 含 む 。 )  

第 ４ 四 半 期  ● 月  
金 ● ● ● ● ● 円  

(消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 を 含 む 。 )  

 
３  甲 は 、 前 項 の 請 求 が あ っ た と き は 、 速 や か に 乙 の 指 定 す る 口 座 に

支 払 う も の と す る 。  



４  乙 は 、 年 度 の 事 業 報 告 書 提 出 時 に 、 当 該 年 度 の 業 務 を 完 了 し た 旨

の 通 知 を 甲 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。ま た 、乙 は 、上 尾 市 公 契 約 に

係 る 労 働 環 境 の 確 認 に 関 す る 要 綱（ 令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日 市 長 決 裁 ）

に 基 づ き 、 労 働 環 境 確 認 書 及 び 支 払 賃 金 報 告 書 を 甲 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  
５  各 年 度 末 に お い て 、 乙 は 基 本 協 定 書  別 表 １ 「 指 定 管 理 料 精 算 表 」

に 基 づ き 精 算 を 実 施 し 、 精 算 に よ り 確 定 し た 額 を 甲 に 返 納 す る も の

と す る 。 な お 、 精 算 額 が 負 の 額 と な る 場 合 で あ っ て も 、 甲 は 乙 に 対

し 、不 足 額 の 補 填 を 行 わ な い も の と す る 。ま た 、乙 の 責 め に 帰 す る こ

と の で き な い 事 由 や 不 可 抗 力 事 由 が 発 生 し た 場 合 は 、 甲 は 、 乙 と 協

議 の う え 、 精 算 額 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。  

６  乙 は 、 災 害 そ の 他 の 特 別 な 理 由 に よ り 、 管 理 業 務 の 実 施 に 要 す る

費 用 が 第 １ 項 に 規 定 す る 令 和 ● 年 度 の 指 定 管 理 料 の 額 を 超 え る こ と

が 明 ら か な 場 合 に お い て は 、 甲 に 当 該 指 定 管 理 料 に 関 す る 協 議 を 申

し 込 む こ と が で き る 。  
（ 目 標 利 用 者 数 ）  

第 ５ 条  基 本 協 定 書 第 ８ 条 第 ３ 項 の 定 め に よ る 令 和 ● 年 度 に お け る 本

施 設 の 目 標 利 用 者 数 は 以 下 の と お り と す る 。  
  パ ー ク ゴ ル フ 場  ● 人  

（ 疑 義 等 の 決 定 ）  
第 ６ 条  年 度 協 定 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 第 一 義 的 に は 基 本 協

定 に よ る も の と す る 。 基 本 協 定 に も 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 甲

と 乙 と の 協 議 の 上 、 こ れ を 定 め る も の と す る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

こ の 協 定 の 成 立 を 証 す る た め 、本 書 を ２ 通 作 成 し 、甲 、乙 記 名 押 印

の 上 、 そ れ ぞ れ そ の １ 通 を 所 持 す る 。  
 
 令 和 ● 年 ４ 月 １ 日  
 
          上 尾 市 本 町 三 丁 目 １ 番 １ 号  
        甲  上  尾  市  
          上 尾 市 長  畠  山    稔  
 
 
          ● ● （ 住 所 ）  
        乙  ● ● （ 団 体 名 ）  
          ● ● （ 肩 書 ）  ● ● （ 代 表 者 名 ）  
 


